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情報通信技術を活用した豊かな地域社会の実現

最近のインターネットの爆発的な普及を背景に、電

子商取引や金融、教育、医療等社会・経済活動の各分

野におけるデジタル化、ネットワーク化が急速に進展

している。これに伴い、行政の各分野においても、情

報通信技術を活用した行政サービスの向上等に対する

期待が一段と高まっており、このような電子政府・電

子自治体サービスの基礎となる地域の情報化が強く望

まれているため、総務省では、教育・福祉等の住民サ

ービスの向上、行政の効率化、情報格差（デジタル・

ディバイド）の是正等の観点から、総合的に地域の情

報化を推進している。

1 地域情報化推進のための支援施策

総務省では、下記のような地域情報化推進のための

支援施策を行っている（図表①）。

2 地上デジタル放送を活用した行政サービスの提

供に関する実証実験

総務省では、地方公共団体の電子自治体構築に向け

た環境整備、デジタル・ディバイドの是正を図ってい

くため、平成15年12月1日から東京・名古屋・大阪の

三大都市圏で開始された地上デジタル放送の持つデー

タ放送や双方向機能を活用したアクセシビリティの高

い行政サービス提供システムの実現に向けた取組を進

めている。平成15年度は、岐阜市において、地上デジ

タル放送を活用した行政サービス提供システムを構築

し、行政情報や公共施設の予約等のサービスを約150

世帯が利用する実証実験を行い、システムの有用性や

課題を検証した。

平成16年度は、個人認証を必要とする申請・届出を

可能とする行政サービス提供の実現に向けた実証実験

を実施する予定である。

平成16年版　情報通信白書

電子政府・電子自治体の進展については、1-1-1（5）（P.17）参照
地上デジタルテレビジョン放送の利活用については、コラム1（P.16）参照

施策名 概　要 

地方単独事業 

情報通信システム整備 
促進事業 

地域インターネット 
導入促進基盤整備事業 

マルチメディア街中 
にぎわい創出事業 

新世代地域ケーブルテレ
ビ施設整備事業 

地域イントラネット 
基盤施設整備事業等 

地域の教育、行政、福祉、医療、防災等の高度化を図ることを目的として、学校、図書館、公民館、

市役所等を高速・超高速で接続する地域公共ネットワークの整備に取り組む地方公共団体を支援（交

付決定数：784事業） 

情報通信技術を活用して、社会の変化に対応した活力ある地域社会の形成、質の高い公共サービスや

行政情報の提供及び地域間格差の是正を図るため、地方公共団体が地方単独事業として実施する公共

施設等を接続する大容量で高速なネットワーク等地域の情報通信基盤等の整備に対する支援 

地域公共ネットワークを活用して利便性の高いシステムを構築するためソフト開発等に取り組む市町

村を支援（交付決定数：682事業） 

地域住民にインターネットを活用した双方向サービスを提供するため、公共施設にインターネットを

導入する過疎地域等の市町村を支援（交付決定数：832事業） 

中心市街地の活性化を推進するため、マルチメディアに慣れ親しむ展示・研修・交流機能を併せ持っ

た施設を整備する地方公共団体等を支援（交付決定数：16事業） 

自主放送の実施による地域に密着した映像情報や双方向機能を活用してインターネット接続サービス

等を提供するケーブルテレビ施設を整備する地方公共団体等を支援（交付決定数：849事業） 

※　（　）内は平成15年度末までの交付決定数 

図表① 総務省の主な地域情報化支援施策の概要
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3 地域における情報化の推進に関する検討会

「全国ブロードバンド構想」（平成13年10月）や「e-

Japan重点計画-2003」等に基づき、平成17年度（2005

年度）を目標として地方公共団体等が学校・図書館・

公民館・市役所等を高速・超高速で接続する地域公共

ネットワークの全国整備を推進しており、平成15年7

月現在、全3,254団体中1,804団体（55.4％）が地域公共

ネットワークの整備に着手している。

こうした中、地方行政の広域化の進展を受けて、市

町村が構築した地域公共ネットワークと都道府県が整

備した情報ハイウェイ等を接続し、共同アウトソーシ

ングによる電子自治体の推進、教育・遠隔医療・防災

等のアプリケーションの展開に活用する自治体が現れ

てきている。

これらを背景として、総務省では、平成15年12月か

ら地域における情報化の推進に関する検討会を開催

し、①公共ネットワークの全国整備、②各種アプリケ

ーションの共同構築・共同運用、③地域情報化を担う

人材育成などについて検討している（図表②）。

平成16年版　情報通信白書

インターネット 

住民 

住民 
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図表② 全国的な公共ブロードバンド・ネットワークのイメージ



第５節　行政・公共分野の情報化の推進

2 ITを活用した地域経済の活性化

239

第

3
章

情
報
通
信
政
策
の
動
向

ITビジネスモデル地区構想の推進

1 ITビジネスモデル地区構想

ITビジネスモデル地区構想は、ITビジネスの振興に

積極的な地方公共団体を指定し、ITビジネスにとって

の魅力的なビジネス環境を先行的に実現することによ

り、ITビジネスの集積を図り、ITビジネスの地域展開

モデルの構築及び当該モデルの他地域への展開を通じ

た地域経済の活性化を推進するものである。

指定地区では、①地域の情報通信基盤の整備、②ア

プリケーション開発等の促進、③IT技術者の育成等の

施策に対し、それぞれ①地域イントラネット基盤施設

整備事業等において優先採択を行うとともに、当初か

ら整備主体以外の電気通信事業者等に利用させること

を目的とした整備を可能とする、②先進技術型研究開

発助成制度において優先採択を行う、③情報通信人材

研修事業支援制度において優先採択を行うとともに助

成限度額を1,000万円とするなどの特例措置が講じられ

る。

平成16年4月現在、総務省は以下の10地区をITビジ

ネスモデル地区に指定している（図表）。

2 ITによる沖縄振興

沖縄県では、米軍の施設・区域が集中し、住民の生

活環境や地域振興に大きな影響を及ぼしており、自立

型経済の構築が課題となっている。このような特殊事

情を踏まえ、平成14年4月、沖縄の振興を図るための

所要の措置を講ずることを目的として、「沖縄振興特

別措置法」が施行された。平成14年7月には同法に基

づいて内閣総理大臣が「沖縄振興計画」を決定し、同

年9月、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣は、

同計画の分野別計画として作成された「沖縄県情報通

信産業振興計画」について同意を行った。

総務省では、高度なスキルを身につけたIT技術者や

指導者の育成を目的として経済産業省との共同でIT高

度人材育成事業を開始するなどにより、情報通信関連

産業の集積・振興を図っている。なお、これまでの取

組等から情報通信関連産業の沖縄への進出が促進さ

れ、平成16年1月現在、累計で約80社が沖縄に新たに

進出し、6,000人を上回る雇用が新たに創出された。

平成16年版　情報通信白書

仙台市（仙台ITアベニュー） 
　ITビジネス同士の交流・競争・協働状
態を発生させ、ITビジネスの集積を図る
とともに、市産業全体のIT化を促進 
　目標：60事業所、約2千2百人 

大阪市 
　都市機能の集積した都心部と研究開発機
能の集積が見込まれる臨海部の連携により、
ITビジネスと既存産業の融合を通じ、新た
なITビジネスを創造 
　目標：359事業所、約1万4千人 

岡山県（岡山市） 
　ユビキタス社会実現に向けたIPv6・ICタ
グ活用型ビジネスモデルを構築 
　目標：117事業所、約1千人 

宮崎県（宮崎市、清武町） 
　優れたリゾート環境と宮崎情報ハイウェ
イ21等を活用したアウトソーシングビジ
ネスの拠点を形成 
　目標：20事業所、約5百人 

福岡県等（北九州市、福岡市、飯塚市） 
　ふくおかギガビットハイウェイを活用し
て、北九州、福岡、飯塚の3市のIT資源を
仮想的な一体のITハブと位置づけ、ITビジ
ネスを集積 
　目標：137事業所、約3千人 

岩見沢市 
　他地域に先行整備されてい
るITインフラを活用した、住
民生活の質的向上に資するコ
ミュニティサービスの展開な
ど優れたビジネス環境の構築
による新たなITビジネスの創
造を促進 
　目標：61事業所、約4百人 

横須賀市 
　電子自治体の構築や、横須賀リサーチパー
クにおけるモバイル通信技術の研究開発
等を通じ、自然・生活環境の充実した、
新たなワーク／ライフスタイルを実現 
　目標：38事業所、約2千人 

岐阜県（大垣市（ソフトピアジャパン）） 
　ソフトピアジャパンにおいて、世界一高
密度なITビジネス・頭脳労働者の一大集積
団地を形成 
　目標：200事業所、約3千3百人 

松山市 
　IT利用・サービス実験の
集中展開 
　目標：50事業所、約5百人 

和歌山県等（白浜町、田辺市） 
　IHS（Innovation Hot Springs）構想の推進
や県IT総合センターの整備を核に、自然・
文化環境を兼ね備えた、魅力的なITビジネ
ス環境のモデルを構築 
　目標：36事業所、約4百人 ※　目標：3年間でのITビジネスの事業所数、従業者数の増加目標 

図表 ITビジネスモデル地区構想の指定地域
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3 電子政府の実現
（1）国民の利便性・サービスの向上
利用者の視点に立った行政サービスの提供

政府は、平成15年7月、各府省情報化統括責任者

（CIO）連絡会議において、平成15年度（2003年度）か

ら平成17年度（2005年度）までの3か年を計画期間と

して、電子政府構築に係る政府の具体的な取組を定め

た「電子政府構築計画」を決定し、同計画に基づき、

国民の利便性・サービスの向上とIT化に対応した業務

改革に取り組んでいる（図表）。

同計画に基づく取組の一環として、平成16年1月、

各府省が提供している行政情報の総合的な検索機能や

行政手続の案内、法令データ等の検索機能を提供する

政府のポータルサイト「電子政府の総合窓口（e-Gov）」

（http：//www.e-gov.go.jp）の機能を見直し、ライフイ

ベント（結婚、就職等）別の手続案内の導入、各府省

の組織・業務内容、パブリックコメント（意見募集及

び結果公表）の統一的な提供等、利便性・サービスの

向上を図った。

また、各府省において策定した「行政手続等の電子

化に関するアクションプラン」に沿って手続きのオン

ライン化を進めた結果、平成15年度末までに、国の行

政機関の扱う申請・届出等手続のほとんどすべてにつ

いてオンライン化を実施した。

これらの取組をより一層推進し、さらなる利便性の

向上につなげるため、平成16年3月、CIO連絡会議にお

いて、行政情報の電子的提供、電子申請等受付にかか

わるシステムの利便性の向上及び効率的な整備を図る

観点から、「行政ポータルサイトの整備方針」を策定

し、インターネットによる行政情報の提供の充実、e-

Govを活用した手続きのワンストップサービスを平成

17年度末までに実施することとしている。

平成16年版　情報通信白書

□ 各府省計画 「施策の基本方針」に沿って、各府省が実施する具体的取組 

□ 目標：『利用者本位の行政サービスの提供』、『予算効率の高い簡素な政府』を実現する 
　　　　（計画期間：2003年度から2005年度末まで。毎年度見直し） 

□ 施策の基本方針 

国民が、24時間365日ノンストップで必要な情報を
容易に入手し、ワンストップで（インターネット上
の一つの窓口で）行政サービスを受けられるように
する 

業務を抜本的に見直し、人事・給与等各府省に共
通する業務における共通システムの利用、定型的
業務の外部委託などにより、業務・システムを効
率化・合理化する 

各府省に情報化統括責任者（CIO）補佐官（原則、外部専門家）を配置するなど推進体制を強化、セキュリティ対策、
個人情報保護対策を充実・強化 

国民の利便性・サービスの向上 IT化に対応した業務改革 

  共通的な環境整備（電子政府を構築するための環境を整備） 

図表 電子政府構築計画概要
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インターネットによる電子入札・開札の実現

政府調達（公共事業分野を除く。）手続の電子化は、

「バーチャル・エージェンシー（省庁連携タスクフォ

ース）の検討結果を踏まえた今後の取組について」

（平成11年12月高度情報通信社会推進本部決定）に基

づき、総務省が中心となり全省庁が参加する政府調達

（公共事業分野を除く。）手続の電子化推進省庁連絡会

議において推進している。

連絡会議では、平成13年1月から競争契約参加資格

審査・名簿作成の統一基準に基づく新システムの運用

を、同年6月から各省庁の調達情報を一括する政府調

達情報の統合データベースの運用を開始した。

総務省においては、物品等の分野における入札・開

札業務についてインターネットによる入札システムを

開発し、平成14年10月から「電子入札・開札システム」

の運用を開始した。

また、各府省においては、平成15年度中にインター

ネットを活用した電子入札・開札システムを導入した

（図表）。

平成16年版　情報通信白書

各省庁 

企業 

暗号化 

締切 
時間 
管理 

結果通知 

各省庁 

現　状 

契約担当官 
入札者（又は職員） 

立ち会い 

入札 

持参又は郵送 持参又は郵送 

開札 落札者決定 

新しい取組 

契約担当官 入札者（又は職員） 
立ち会い 

入札 

開札 落札者決定 

企業 

入札書 入札書 入札書 入札書 

電子入札書 

認証機関 インターネット 

インターネットに
よる入札も可能 

図表 電子入札・開札システムの概要
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3 電子政府の実現
（3）IT化に対応した業務改革
業務・システムの部分的な最適化から政府全体としての最適化へ

政府はこれまで、行政運営の簡素化・効率化を推進

するため、業務事務のIT化に取り組んできた。しかし

ながら、これまでの取組は既存の業務や制度を前提と

したものであったため、IT化に対応した業務自体の見

直しが十分になされていないままシステムが構築され

ている、類似の業務に対応したシステムが異なる仕様

で各府省間・府省内部局間で縦割りに構成されている

など、ITの導入による行政事務の効率化・合理化が必

ずしも十分に実現されていないとの指摘があった。

そこで、CIO連絡会議において平成15年7月に決定さ

れた「電子政府構築計画」において、政府として、業

務・システムの最適化による行政運営の簡素化・効率

化・合理化に戦略的・横断的に取り組むこととされ

た。

これを受け、平成15年12月までに政府全体の業務・

システムの体系的な整理を実施し、平成16年2月、CIO

連絡会議において、業務の最適化やシステムの統合化

等の効果が大きいと見込まれる業務（72分野）を最適

化計画の策定対象として選定した。

最適化計画の策定対象とされた業務・システムにつ

いては、平成17年度（2005年度）末までのできるだけ

早期に最適化計画を策定し、同計画に基づく最適化を

図ることとされている（図表）。なお、先行的に取り

組んできた人事・給与等業務については、平成16年2

月末に人事・給与等業務・システムの最適化計画が策

定された。

平成16年版　情報通信白書

最適化計画の策定

従来の業務手順を見直し、共通システムの利用や業務・システムの一元化・集中化など、業務・システムの
効率化・合理化のための計画 

＜最適化計画の内容＞ 
（1）業務の効率化・合理化、利便性の維持・向上、安全性・信頼性の確保、経費削減に係る具体的な方法、時期等を記述 
　（記述する最適化の方法の例） 
　　① 組織間での重複的な処理を撤廃し、業務全体として無駄のない効率的な処理方法に見直し 
　　② 複数の組織で同様の処理が行われている業務において情報システムを活用する場合における情報システムの一元化・集中化 
　　③ 民間機関等の外部で処理することが可能な業務は、民間機関等の外部に委託 
　　④ 必要性の乏しい手続の廃止や添付書類の省略・廃止等の手続の簡素化 
 
（2）業務処理時間や経費の合理化効果を数値化 
 
（3）業務やシステムの内容、方法等の現状及び将来像を統一的な記述ルールにより表現 

現　状 

政府部内で多くの情報システムが整備され、業務にITが
活用されているが・・・ 

○ IT導入にあたって、業務の制度面・運用面からの見直
し、更に見直しに基づいた新たな業務の処理形態に対
応したシステムの構築・運用に関する取組が不十分な
状況 

 
○ 各府省に共通する業務、類似の業務に関して、区々に
情報システムの整備・運用が行われている状況 

 
○ 業務の増大等に限られた要員で効率的・効果的に対処
する必要 

 
等の課題が存在 

将　来 

最適化計画に基づき、以下のような業務・システムの改
革を計画的に実施 

○ 業務の制度面・運用面の見直し（法令・制度改正） 
 
○ 業務処理過程の重複等の徹底した排除 
 
○ 各府省共通業務・類似業務における共通システムの利用 
 
○ 情報システムの統廃合（一元化・集中化） 
 
○ アウトソーシング（外部委託）の推進 

図表 業務・システム最適化計画の概要
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消防防災分野における情報化の推進

大規模災害等の非常事態において、迅速かつ的確な

災害応急活動を実施するためには、情報の収集・伝達

が必要不可欠である。そこで、総務省では、「e-Japan

重点計画-2003」等を踏まえ、情報通信技術の急速な進

展に対応して、高度な消防防災分野の情報通信ネット

ワークシステムの構築に取り組んでいる（図表）。

1 ネットワークインフラの整備

災害時等において、迅速かつ的確に情報の収集・伝

達を行うために、総務省では、都道府県との間に国土

交通省のマイクロ回線を活用した地上系通信網である

消防防災無線を整備している。一方、都道府県及び市

町村も、それぞれ都道府県防災行政無線、市町村防災

行政無線を有しており、各々がこれらの地上系無線を

活用することにより、相互に必要な情報のやり取りを

行っている。しかしながら、大規模災害等の発生に備

え、通信の多ルート化が必要であることから、総務省

及び各地方公共団体においては、（財）自治体衛星通

信機構が運用を行う衛星系通信網である地域衛星通信

ネットワークも活用しているところである。

今後、総務省及び地方公共団体において、これら地

上系無線網、衛星系通信網の更なる整備促進を行うと

ともに、音声及びファクシミリ中心の情報伝達のみな

らず、多様なアプリケーションに対応するべく、これ

ら関係無線の高度化・高機能化を推進していく。

具体的には、市町村で整備している市町村防災行政

無線（同報系）のデジタル化に対して必要な支援を行

うとともに、地域衛星通信ネットワークにつき、映像

のデジタル化・多チャンネル化及び高速データ伝送の

実現に向け、第二世代化を推進していく。

また、各消防本部と消防・救急隊員間又は消防・救

急隊員間の連絡を行うための無線通信網である消防救

急無線については、秘匿性の確保、高度なアプリケー

ションの実現、周波数の有効利用等のため、各消防本

部においてデジタル化に取り組むこととしている。そ

こで、総務省では、全国の消防本部において円滑かつ

速やかな移行を進められるよう、平成16年度から必要

な支援を行っていく予定である。

2 情報システムの活用による防災情報の共有化の

推進

総務省では、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、各

種の情報システムを整備・活用することにより、必要

な情報を地方公共団体との間で共有している。具体的

には、消防防災に係る情報をデータベース化して地方

公共団体との間で共有化するための「消防庁防災情報

システム」や、地震発生時の被害を推計するための

「簡易型地震被害想定システム」、緊急消防援助隊の広

域応援活動を支援するための「緊急支援情報システム」

を整備し、地方公共団体からの接続を進めることによ

り、情報の共有化をしているところである。

平成15年度は、これらシステムへの接続に、インタ

ーネットが活用できるように必要な措置を講じている

ところである。また、都道府県において独自に整備し

ている防災関係の情報を集約したシステムと消防庁防

災情報システムとの間で、データの連携を図るととも

に、消防庁防災情報システムを介して、映像情報を共

有できるようシステム構築を行っている。さらに、今

後は、新しく独自にシステムを整備する都道府県との

間でも情報の共有化が図れるよう、必要な部分につい

て標準仕様を策定するとともに、システムを有しない

都道府県との間でも情報共有が可能となるように、有

効な方策を検討していく予定である。

また、平成15年度においては、消防本部からの火災

報告等をオンラインで報告できるシステムについて、

運用を開始（平成16年1月）したところである。

3 情報通信技術の進展への対応

これまで、携帯電話等からの119番通報については、

地域の消防本部の中で代表となる消防本部で受信し、

管轄の消防本部へと転送する代表消防本部方式により

運用を行ってきた。しかしながら、近年の携帯電話の

急速な普及、それに伴う携帯電話からの119番通報の

増加を踏まえ、利用者の利便性の向上のためには、通

報者がいる場所を管轄する消防本部において直接受信

を可能とすることが不可欠となってきた。そこで、総

務省では、平成12年度から携帯電話等を用いた119番

平成16年版　情報通信白書
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通報のあり方検討懇談会を開催し、必要な事項の検討

を実施してきている。平成15年度には、直接受信のた

めの技術的な仕様を策定するとともに、これを実現化

するための方策について検討し、今後は、緊急時要援

護者のため、メール等からの119番通報への対応につ

いて議論を行っていく予定である。

また、津波や集中豪雨等の際に、住民が緊急に避難

行動を取ることを可能とするためには、気象庁が発表

する津波警報や気象警報等の緊急防災情報について、

地方公共団体及び住民に対して迅速かつ確実に伝達す

ることが必要不可欠である。そこで、総務省消防庁で

は、地域衛星通信ネットワークと市町村防災行政無線

（同報系）を有効活用して、緊急防災情報を伝達する

ための方策を検討しており、平成16年度においては、

気象庁から受信した緊急防災情報を地域衛星通信ネッ

トワークにより地方公共団体に伝達するシステムの構

築とこれら緊急防災情報の活用システムの検討を実施

する予定である。

今後は、「e-Japan重点計画-2003」等を踏まえ、国・

地方公共団体・住民間における防災情報の共有化を図

っていくため、総務省では地方公共団体と連携しつつ、

計画的かつ積極的に情報化を推進する予定である。特

に関係無線のデジタル化を早期に効率的に実施するた

め、また、必要な情報システムの整備、データ連携を

進めるため、必要な方策を検討していくとともに、幅

広く地方公共団体への支援を行っていく。

平成16年版　情報通信白書

地域衛星通信ネットワーク 

首相官邸 
中央防災無線網 消防庁 

消防・救急無線 

市役所等 

市町村防災行政無線 

同報系無線 
（住民連絡用） 

移動系無線 

地域防災無線 
（地域相互通信用） 

消防本部と消防救急隊員ある 
いは消防救急隊員同士の連絡 

衛星通信により映像情報が、国、 
都道府県、市町村に伝達される 

首相官邸、関係省庁等 

気象庁への 
震度情報の提供 

相互連絡 

災害情報の提供 災害情報の提供 

災
害
現
場
の
状
況
を
高
所
監
視 

カ
メ
ラ
や
ヘ
リ
テ
レ
で
撮
影 

気象庁 

電話 FAX

計測震度計 

災害現場 

気象情報 

専用回線 

気象情報 
システム 

都道府県庁 

防災情報システム 

コミュニティ 

都道府県 
防災行政無線 

被
害
状
況 

の
収
集 

消防防災無線 

病院 

画像伝送システム 

ヘリコプターテレビ 
電送システム 

ヘリテレ 
高
所
監
視
カ
メ
ラ 

防災情報 
システム 

消防本部 

消防防災無線、衛星通
信、防災情報システム
等による情報の伝達 

自衛隊、指定地方行政機関、
輸送機関、通信事業者、電気・
ガス会社等との連絡 

中
央
防
災
無
線
等
に
よ
る 

情
報
の
伝
達 

携帯情報端末 

地震防災 
情報システム 

デジタル 
カメラ 

住民 

戸別受信機 

内閣府 

図表 消防防災情報通信ネットワークの概要
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平成16年3月にすべての地方公共団体がLGWANに参加

総合行政ネットワーク（LGWAN：Local Government

Wide Area Network）は、地方公共団体を相互に接続す

る行政専用のネットワークである（図表）。

LGWANは、地方公共団体の組織内ネットワークを

相互に接続し、高度情報流通を可能とする通信ネット

ワークであり、地方公共団体相互のコミュニケーショ

ンの円滑化、情報の共有による情報の高度利用を図る

ことを目的としている。さらに、霞が関WANと接続

することにより、国の各府省との間の情報交換を図る

ものである。

平成13年10月に都道府県と政令指定都市、平成14年

4月に霞が関WANとの接続を実施し、平成15年中には

すべての地方公共団体が参加した。

LGWANは、安全確実な電子メール・電子文書交換

や情報共有、多様な業務支援システムの共同利用を可

能とする電子自治体の基盤として運用され、さらに公

的個人認証サービスや共同アウトソーシングのネット

ワーク基盤として活用されている。

平成16年版　情報通信白書

公共施設の端末 

都道府県NOC

都道府県NOC

全国NOC

各種ASPの提供 

LGWAN 
総合行政ネットワーク 
LGWAN 
総合行政ネットワーク 

専用回線を利用した
セキュアなネットワ
ーク 

24時間、 
どこからでも 
アクセス可能 

国と地方の行政機関を相互に
接続（迅速な文書交換や法令
や統計の情報共有） 

都道府県 

都道府県 

LGWAN 
サービス 
提供設備 

市区町村 

市区町村 

民間企業 

地方公共団体 
（都道府県、市区町村） 

インターネット 
住民 

（平成14年4月　相互接続） 

申請書 

申請者 
証明書 

情報提供 電子申請 施設予約 電子調達 

庁内LAN

インターネットを利用した住民サービスの提供 

盗聴・改ざん・成りすまし・
事後否認の防止 

地方公共団体 
組織認証基盤 
（ LGPKI） 

個人認証基盤 

霞が関WAN

図表 総合行政ネットワークのイメージ
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4 電子自治体の実現
（2）効果的・効率的な電子自治体システムの構築
国・地方を通じた業務の効率化の推進

平成15年度末に全国の地方公共団体が総合行政ネッ

トワーク（LGWAN）に参加したことにより、国・地

方間の電子的な情報交換等が可能となった。そこで、

今後、国・地方間の情報交換等を円滑に進め、安価で

効率的な電子自治体を構築するため、地方公共団体に

対しての類似内容の照会の繰り返し、複数省庁からの

同内容の照会、事務手続の進行手順の不統一、照会か

ら回答までの時間的ロス等の様々な課題を解決するた

め、国・地方を通じた業務の効率化を推進する必要が

ある。

このため、総務省では、国・地方を通じた業務の手

順をパターン化して自動化するシステム（連携ワーク

フロー）及び国・地方で共有すべき文書・データの連

携を可能とするシステム（連携文書管理システム）の

開発実証を実施する一方、各地方公共団体における電

子自治体システムの構築にあたっては、共同アウトソ

ーシング方式により、システムをオープンにし、中小

企業でも受注可能な単位にシステムを切り分けること

で、当初受注した企業以外の企業でも機能拡張や改変

の際に新たな参入を可能にするなど、IT関連地場産業

の新規需要の創出を図るとともに、個人情報保護の要

請を受け、高いセキュリティ水準を確保することとし

ている（図表）。
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○ 共同アウトソーシングの推進 
○ レガシー（旧式）システムの抜本的見直し 

従来の姿 目指すべき姿 

● システムの仕様が公開されず、特定企業のみが
有する技術を利用 

● 各システムの連携がほとんど考慮されていない 

○ システムの仕様が公開され、標準的な技術を
利用 

○ 業務・システム全体を徹底的に可視化し、最
適な視点から設計・管理 

財
務
会
計 

税
務 

庶
務
事
務
統
合 

文
書
管
理 

人
事
給
与 

電
子
調
達 

電
子
申
請 

財
務
会
計 

税
務 

庶
務
事
務
統
合 

文
書
管
理 

人
事
給
与 

電
子
調
達 

電
子
申
請 

共通基盤 

フロント 
システム 

サービス提供装置 
文書交換 

ワークフロー 

情報公開 

電子申請 

電子調達 

文書管理 
システム 

電子 
決裁 

庶務 
事務 

ナレッジ 
ベース 

財務会計 
人事給与 
税務 

図表 地域におけるIT関連産業の振興
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電子政府・電子自治体の基盤として

住民基本台帳ネットワークシステムは、地方公共団

体のシステムとして、住民基本台帳のネットワーク化

を図り、本人確認情報（4情報：氏名・住所・生年月

日・性別、住民票コード及びこれらの変更情報）によ

り全国共通の本人確認を可能としている。

平成14年8月から住民基本台帳ネットワークシステ

ムが稼動を開始し、行政機関への本人確認情報の提供

が可能となり、パスポートの申請の際の住民票の写し

の添付や共済年金受給者の現況届が廃止された。平成

15年8月からは、住民票の写しの広域交付、転入転出

手続の簡素化、住民基本台帳カードの交付等が開始さ

れ、住民基本台帳ネットワークシステムが本格的に稼

動した。さらに平成16年1月からは、本システムを活

用した公的個人認証サービスが開始され、電子政府・

電子自治体の基盤として重要な役割を果たしている。

平成15年8月から交付が開始された住民基本台帳カ

ードは、市町村長が希望者に対して交付するICカード

であり、公的な身分証明書として役立つほか、ICカー

ドの高いセキュリティ機能と各種情報処理機能を利用

して、公的個人認証サービスの秘密鍵、電子証明書等

の保存用カードとしての利用や、市町村で独自利用条

例による証明書自動交付サービスや公共施設予約サー

ビス等住民にとって身近なサービスの提供等、様々な

活用が可能となるものである（図表）。

住民基本台帳ネットワークシステムにおいては、個

人情報保護が重要な課題であり、制度面、技術面、運

用面のいずれの面においても、十分な対策を講じてい

る。総務省は、住民基本台帳ネットワークシステム調

査委員会での議論・提言を踏まえ、平成15年度に引き

続き全地方公共団体を対象としたチェックリストによ

る点検を実施する等、個人情報保護について十分な措

置を講ずることとしている。

このように、住民基本台帳ネットワークシステムは、

電子政府・電子自治体の基盤となるものであり、総務

省では、都道府県、市町村等との連絡調整を図りつつ、

引き続き地方公共団体における本システムの円滑かつ

着実な運用を支援しているところである。

平成16年版　情報通信白書

○ 住基ネット端末において、住民基本台帳カードに記
録された住民票コードにより本人確認情報を検索
し、本人確認が可能 

 
　→本人確認情報の提供又は利用や住民票の写しの広
域交付・転入転出手続の簡素化の際に活用 

 
○ 公的個人認証サービスの秘密鍵、電子証明書等の保
存用カードとして活用可能 

 
○ 市区町村の条例で定める独自サービスに利用 
 
（例）証明書自動交付機 
　　　公共施設の予約等 
 
○ 写真付のカードは、表面に記載された氏名、住所等
により運転免許証と同様に公的な証明書として活用
が可能 

○ 希望者に住民基本台帳カードを交付 

※住民基本台帳カードの表面には、 
　住民票コードは記載されません。 

図表 住民基本台帳カードの利活用
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4 電子自治体の実現
（4）地理情報の高度利用の推進
統合型GISの普及促進

地理情報システム（GIS：Geographic Information

Systems）とは、地理的位置を手がかかりに、位置に

関する情報を持ったデータ（空間データ）を総合的に

管理・加工し、視覚的に表示した上で、高度な分析や

迅速な判断を可能にする技術である。

政府は、GISを社会・経済・文化活動を行う上で基

本となる地理情報の編集・統合を可能とする基盤的ツ

ールと位置付け、行政・企業活動・国民生活といった

幅広い分野に大きな変革をもたらす高度情報化社会の

重要な情報通信基盤であるとの認識の下、その整備及

び普及を推進している。

総務省では、これまで様々な実証実験等を行ってお

り、その成果物として、「統合型の地理情報システム

に関する全体指針」、「整備指針」、「運用指針」、「活用

指針」、「共用空間データ調達仕様書及び基本仕様書」

を策定している。また、平成15年度には、統合型GIS

について先進的な取組を行っている団体を紹介する

「統合型GIS事例集」及び未導入団体が統合型GISを導

入・運用するための参考となる「統合型GIS導入・運

用マニュアル」を作成し、地方公共団体における統合

型GISの普及促進を図っている。
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（定義） 
　　　地方公共団体が利用する地図データのうち、複数の部局が利用するデータ（例えば道路、街区、建物、河川等）を各部局が
共用できる形で整備し、利用していく庁内横断的なシステム 

 
（効果） 
　　　統合型GISを導入することにより、データの重複整備を防ぎ、各部署の情報交換を迅速にし、行政の効率化と住民サービス
の向上を図ることができる 

図表 統合型地理情報システム（GIS）の概要図


